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「シャープ関係特別相談」の実施について 
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１ 特別相談開始日 

  平成２７年８月５日（水） 

 

２ 対象者 

  シャープ株式会社及び連結子会社等の関連企業、並びに協力企業、請負・下請け 

企業の離職（予定）者等 

大阪労働局発表 

平成２７年７月３０日（木） 

 

【照会先】 

大阪労働局 職業安定部 職業安定課 

 

（代表電話） ０６-４７９０-６３００ 

大阪労働局 Press Release 

大阪労働局（局長：中沖 剛）は、シャープ株式会社（本社：大阪市阿倍野区） 

が平成２７年７月２７日から８月４日（予定）に国内３，５００人程度の希望 

退職募集を実施していることを踏まえ、翌日の８月５日（水）から大阪府内全て 

のハローワーク及びハローワークプラザ難波において、シャープ株式会社及び 

関連企業等の離職（予定）者に対する特別相談を実施します。 

また、技術者を対象とする施設においても相談を実施します。 

 

特別相談では、９月３０日（予定）に離職を控える従業員等に対し、ハローワーク

ならではの雇用保険の受給から再就職までを総合的にサポートすることにより、 

求職活動に対する不安感の軽減を図ると共に、早期の再就職実現に向けた支援 

を実施します。 

また、離職（予定）者の人数やニーズに応じて、就職面接会等の実施を検討して 

いきます。 

 

支援に当たっては、奈良労働局をはじめとする他の労働局や大阪府等の関係機関 

と連携し、府県や行政の枠組みを超えた広範な体制を整えます。 

８月５日（水）から 

大阪府内全てのハローワーク（１６所） 

ハローワークプラザ難波 

で実施 

その他、技術者を対象とする施設で相談を実施 

平日夜間 

土・日休祝日 

も開庁 



     

３ 特別相談の内容 

（１）退職後の雇用保険受給に関する相談 

（２）全国ネットワークによる豊富な求人情報の提供 

（３）担当者制等による充実した職業相談・職業紹介 

（４）大阪府等が実施する公的職業訓練の情報提供・あっせん 

（５）カウンセリング（予約制）                 等 

 

４ 実施ハローワーク（１６所） 

公共職業安定所 所 在 地 電話番号 

大阪東 大阪市中央区農人橋 2-1-36 ピップビル 1F～3F 06-6942-4771 

梅 田 大阪市北区梅田 1-2-2 大阪駅前第 2ビル 16F 06-6344-8609 

大阪西 大阪市港区南市岡 1-2-34 06-6582-5271 

阿倍野 大阪市阿倍野区文の里 1-4-2  06-4399-6007 

淀 川 大阪市淀川区十三本町 3-4-11 06-6302-4771 

布 施 東大阪市長栄寺 7-6 06-6782-4221 

堺 堺市堺区南瓦町 2-29 堺地方合同庁舎 1～3F 072-238-8301 

岸和田 岸和田市作才町 1264 072-431-5541 

池 田 池田市栄本町 12-9 072-751-2595 

泉大津 泉大津市旭町 22-9 0725-32-5181 

河内柏原 柏原市堂島町 1-22 072-972-0081 

枚 方 枚方市岡本町 7-１ ビオルネ・イオン枚方店 6F 072-841-3363 

泉佐野 泉佐野市上町 2-1-20 072-463-0565 

茨 木 茨木市東中条町 1-12 072-623-2551 

河内長野 河内長野市昭栄町 7-2 0721-53-3081 

門 真 門真市殿島町 6-4 守口門真商工会館 2F 06-6906-6831 

※特別相談実施時間  ８：３０～１７：１５（月～金） 

 

ハローワークプラザ難波 

 大阪市中央区難波 2-2-3 御堂筋グランドビル 4F （TEL:06-6214-9200） 

開庁時間 10:00～19:00（月～金） 

10:00～18:00（土） 10:00～17:00（日・休祝日） 年末年始は閉庁 

※平日夜間、土・日・休祝日の開庁施設 

※雇用保険関係業務、公的職業訓練関係業務、カウンセリングは行っておりません。 

 

技術者を対象とする施設（大阪人材銀行） 

 大阪市中央区南本町 1-8-14 堺筋本町ビル 6F （TEL:06-6271-4190） 

  開庁時間 10:00～18:00（月～土） 日・休祝日・年末年始は閉庁 

※管理職・技術職・専門職の職業を対象とした施設（４０歳以上の経験者対象） 

 ※雇用保険関係業務、公的職業訓練関係業務、カウンセリングは行っておりません。 


